
 

米沢市低入札価格調査制度実施規程の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札執行から、調査、決定及び、失格までのイメージ 

《 参考例示 》 

￥３０，０００，０００円 

入札書比較価格（税抜き） 

￥○○○○○円 

（米沢市低入札価格調査制度実施規程 

第 3条により算出） 

低入札調査基準価格（税抜き） 

￥□□□□□円 

（米沢市建設工事等競争入札参加者審査会規程 

第６条の２で規定する基準） 

（失格）判定基準価格（税抜き） 

￥２８，０００，０００円 

米澤建設（株）（税抜き） 

￥２４，８００，０００円 

金池建設工業（株）（税抜き） 

￥２０，０００，０００円 

（一号審査会に諮り、契約の相手方として承

認された場合は、落札者となる） 

東北建設（株）（税抜き） 

￥１４，０００，０００円 

（判定基準以下により失格） 

よねざわ中央建設（株）（税抜き） 

低価格での入札により、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金そ

の他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、ひいては建設業の若年入職者の減

少の原因となるなど、建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達に支障を

及ぼします。このことから基準価格より低い入札金額について、契約の内容に適合した履行が可能

かどうかについて調査する制度であります。 

低入札価格制度とは・・・ 

この範囲の額の入札があった場合（判定

基準価格以上であった場合）は、積算内

容、経営状況（保証会社等へ照会）、履

行確認などの調査を行う。（低入規程第 5

条第 1項） 

以下の２者が低入札価格調査制度に該当 


